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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）裏材層であって、第１の主表面及び第２の主表面と、前記裏材層を貫通する開口
部とを有する、柔軟性のある裏材層と、
　（ｂ）前記裏材層の前記第１の主表面の少なくとも一部にコーティングされた感圧性接
着剤と、
　（ｃ）前記裏材層の前記第２の主表面の少なくとも一部に解放可能に取り付けられたキ
ャリアと、
　（ｄ）弁を有する第１の平面と、前記第１の平面に対して０度～１８０度の間で角度を
なして形成される少なくとも１つの側壁と、フランジの形態で前記少なくとも側壁に接続
される第２の平面と、を含む自己支持基材と、を含む接着性医療用物品であって、
　前記自己支持基材が、１００％～５００％の％伸長と、１０，０００～４００，０００
の弾性率とを備える半剛体であるとともに、前記裏材層に取り付けられて、前記裏材層を
貫通して窓を形成する前記開口部を取り囲み、
　（ｅ）前記接着性医療用物品によって画定される封止環境内の負圧の維持を補助するた
めに弾性的に圧縮可能な材料で形成され、前記自己支持基材によって形成される空洞内に
配置されて前記弁の目詰りを制限するバリア要素をさらに含む、接着性医療用物品。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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　透明なフィルムドレッシングは、汚染流体及び細菌に対するバリアとしての機能を果た
すと同時に、湿潤環境において治癒を促進するので、創傷を覆う保護層として広く使用さ
れている。このフィルムは、そのバリア特性のため、外科用ドレープとしても使用される
。上記説明にあてはまるドレッシング及びドレープは、ＴＥＧＡＤＥＲＭ（商標）（３Ｍ
　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ））、ＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥ（商標）（Ｊｏｈ
ｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｎｅｗ　Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ，ＮＪ）
、及びＯＰ－ＳＩＴＥ（商標）（Ｔ．Ｊ．Ｓｍｉｔｈ　＆　Ｎｅｐｈｅｗ，Ｈｕｌｌ，Ｅ
ｎｇｌａｎｄ）などの多くの商標名で入手可能である。
【０００２】
　これらドレッシング及びドレープで使用される高分子フィルムは柔軟性がある、即ち、
フィルムは極めて薄く、可撓性で柔軟である。これら高分子フィルムは、典型的には、接
着剤でコーティングされたフィルム表面を覆う剥離可能な保護ライナーと共に供給される
。ライナーが取り除かれると、接着剤でコーティングされたフィルムは、しわが寄ってそ
れ自体に付着する傾向があり、患者の皮膚にドレッシングが円滑に無菌で適用されるのを
妨げる。この問題に対処するために、米国特許第６，６８５，６８２号に開示されるもの
などの様々な送達システムが提案されている。患者に取り付けられた後にフィルムを破断
する必要のない、取り外し可能なキャリアの使用は、上述の問題を防止する。キャリアは
、ドレッシングを患者に正確に配置するのにも役立つ。しかしながら、キャリアを使用し
たとしても、関節（例えば、膝、肘）又は肩などの不規則な身体面上にドレッシングを定
置するのは、困難であり得る。
【０００３】
　更に、医療用ドレッシングが、創傷を覆って所定の位置にとどまる時間の長さは、多く
の要因によって制限され得る。創傷内の流体の蓄積は、医療用ドレッシングの可使時間を
制限し得る要因である。一部の医療用ドレッシングは、負圧創傷治療の実施を包含してお
り、この負圧創傷治療では、液体は、患者からドレッシングを取り外す必要なく創傷医療
用ドレッシングの真下から除去される。負圧創傷治療を提供するのに適したドレッシング
（例えば、米国特許第４，９６９，８８０号、同第５，２６１，８９３号、同第５，５２
７，２９３号、及び同第６，０７１，２６７号（全てＺａｍｉｅｒｏｗｓｋｉに付与）に
記載されるもの等）は、多くの場合、創傷を覆って配置されるなどの、創傷の無菌性を損
なう可能性のある構造を有する。これらの製品は、多くの場合、複数片のドレッシングを
通して、又は単一片のドレッシングの下のいずれかで導入される、管又は創傷ドレーンを
必要とする。いずれの場合にも、管又は創傷ドレーンの間に良好な封止を得ることは難し
く、治療時に創傷へと空気が漏れて入る可能性がある。この空気は、創傷内に混入物を運
び、及び／又は圧力に基づく治療の有効性を損なう可能性がある。これらの効果は、膝、
肘、肩、かかと、及び足首といった不規則な表面上又はその周囲の創傷で一層ひどくなり
得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特に創傷治療用途において、不規則な表面、特に、膝、足首及び肘などの関節に関連し
た面に対し、より効果的に支持され得る及び／又はより適合性があり得る医療用ドレッシ
ングの必要性が依然として存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、周辺部上の薄い可撓性裏材層と、ドレッシングの適用を容易にする自己支持
基材とを有する接着性医療用物品を提供する。この接着性医療用物品は、膝などの不規則
な形状の表面に対する改善された接着性を有し、かつ、不規則な形状の表面に容易に適用
できるように構成される。自己支持基材を備える接着性医療用物品は、発泡体及び吸収性
パッドを、凹面又は凸面上に配置するのに適している。例えば、自己支持基材を備える接
着性医療用物品、接着性医療用物品の周りの無傷で無菌の外辺部を維持しながら、膝及び
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肘に適用するのに適している。
【０００６】
　好ましい実施形態では、本明細書に記載の接着性医療用物品は、制御された液体アクセ
スが望ましい創傷又はその他の身体部位を覆って配置されるのを目的として、ポートの付
いた医療用ドレッシングを提供するために使用されることができる。好ましくは、この液
体アクセスは、接着性医療用物品を取り除くか、ないしは別の方法で接着性医療用物品を
妨げることなく利用することができる。特に、本明細書に記載の接着性医療用物品によっ
て提供される、制御された液体アクセスは、創傷から液体を除去する（例えば、負圧又は
減圧治療の場合）、創傷部位に１種以上の気体（例えば、酸素、酸化窒素、オゾン等）を
提供する、創傷部位に、１種以上の液体（例えば、生理食塩水等）を提供する、及び／又
は、１種以上の活性薬剤（例えば、液体又は気体に担持）を提供するのに有用であり得る
。
【０００７】
　ほとんどの実施において、接着性医療用物品は、裏材層の上に接着剤層を含む。裏材層
は、裏材層に窓を形成する開口部を更に含む。自己支持基材は、裏材層に適用され、接着
性医療用物品を創傷に対して保持しかつ送達するように構成される。自己支持基材は、接
着性医療用物品を創傷に適用した後、接着性医療用物品の上にとどまる。ほとんどの実施
形態において、自己支持基材は、波形部分を備えた成形された又は予め形成された基材で
あり、接着性医療用物品が凸面及び他の非平面に容易に適用されるのを可能にする。所望
により、吸収性パッド、発泡体、及び他の創傷治療材料が、自己支持基材と創傷との間に
形成される空洞内の、裏材層の開口部の中に適用される。
【０００８】
　ほとんどの実施形態において、接着性医療用物品の自己支持基材は、裏材層の主表面の
、創傷に面している表面と反対側の裏材層の表面上、若しくは裏材層と接着剤層との間、
又は接着剤層のいずれかに、恒久的に取り付けられる。いくつかの実施形態では、自己支
持基材は、裏材層の上側に解放可能に取り付けられ得る。
【００１１】
　一態様では、接着性医療用物品が提供され、該接着性医療用物品は、（ａ）裏材層であ
って、第１の主表面及び第２の主表面と、裏材層を貫通する開口部とを有する、柔軟性の
ある裏材層と、（ｂ）該裏材層の第１の主表面の少なくとも一部にコーティングされた感
圧性接着剤と（ｃ）該裏材層の第２の主表面の少なくとも一部に解放可能に取り付けられ
たキャリアと、（ｄ）弁を有する第１の平面と、第１の平面に対して０度～１８０度の間
で角度をなして形成される少なくとも１つの側壁と、フランジの形態で少なくとも側壁に
接続される第２の平面と、を含む自己支持基材と、を含み、自己支持基材が裏材層に取り
付けられて、裏材層を貫通して窓を形成する開口部を取り囲み、弾性的に圧縮可能な材料
で形成され、自己支持基材によって形成される空洞内に配置されて弁の目詰りを制限する
バリア要素をさらに含む。
【００１２】
　別の態様では、医療用物品の組み立て方法が提供され、該方法は、（ａ）裏材層を提供
することであって、第１の主表面及び第２の主表面と、該裏材層を貫通して窓を形成する
開口部と、を有する柔軟性のある裏材層を提供することと、（ｂ）該裏材層の第１の主表
面の少なくとも一部にコーティングされた第１の接着剤を提供することと、（ｃ）該裏材
層の第２の主表面の少なくとも一部に解放可能に取り付けられたキャリアを提供すること
と、（ｄ）該裏材層の第２の主表面の、窓の外辺部に近接した少なくとも一部にコーティ
ングされた第２の接着剤を提供することと、（ｅ）第２の接着剤に解放可能に貼り合わさ
れたライナーを提供することと、（ｆ）弁を有する第１の平面と、第１の平面に対して０
度～１８０度の間で角度をなして形成される少なくとも１つの側壁と、フランジの形態で
少なくとも側壁に接続される第２の平面と、を含む自己支持基材を提供することと、（ｇ
）弾性的に圧縮可能な材料で形成され、自己支持基材によって形成される空洞内に配置さ
れて弁の目詰りを制限するバリア要素を提供することと、（ｈ）該裏材層の窓を取り囲む



(4) JP 6001449 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

ように、裏材層の第２の接着剤に自己支持基材を取り付けることと、を含む。
【００１４】
　語句「好ましい」及び「好ましくは」は、特定の環境において特定の利益を供し得る発
明の実施形態を示す。しかしながら、同じ、又は他の状況下において他の実施形態が好ま
しい場合もある。更に、１つ以上の好ましい実施形態の引用は、他の実施形態が有用でな
いことを含意するものではなく、本発明の範囲内から他の実施形態を排除することを意図
するものではない。
【００１５】
　本明細書で使用されるように、「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「少なくとも１つの」
及び「１つ以上の」は、同じ意味で使用される。用語「及び／又は（使用される場合）は
、１つ又は全ての特定した要素／特性、若しくは任意の２つ以上の特定した要素／特性の
組み合わせを意味する。
【００１６】
　用語「及び／又は」は、１つ又は全ての記載した要素／特性、若しくは任意の２つ以上
の記載した要素／特性の組み合わせを意味する。
【００１７】
　上記概要は、本発明の各実施形態又は全ての実装形態を記載するものではない。むしろ
本発明に対する一層の理解は、添付図面と共に以下の実施形態の詳細な説明及び特許請求
の範囲を参照することによって明らかとなり、かつ認識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明は図面を参照して更に説明されるが、対応する参照記号は複数の図面を通して対
応する部分を示す。
【図１】本発明の一実施形態に従って構成されかつ配置された医療用ドレッシングの平面
図。
【図２】図１の医療用ドレッシングの概略断面図。
【図３】創傷に適用された図１の医療用ドレッシングの概略断面図。
【図４Ａ】自己支持基材を加える前の医療用ドレッシングの代表的な実施形態の平面図。
【図４Ｂ】自己支持基材を加える前の医療用ドレッシングの別の代表的な実施形態の平面
図。
【図５】図４Ａ～図４Ｂの医療用ドレッシングの概略断面図。
【図６】本発明の一実施形態に従って構成されかつ配置された医療用ドレッシングの分解
斜視図。
【図７】本発明の一実施形態に従って構成された自己支持基材の上面斜視図。
【図８】本発明の一実施形態に従って構成された自己支持基材の底面斜視図。
【図９】本発明の別の実施形態に従って構成された自己支持基材の上面斜視図。
【図１０】本発明の別の実施形態に従って構成された自己支持基材の上面斜視図。
【図１１】本発明の一実施形態に従って構成されかつ配置された医療用ドレッシングを製
造するための代表的なプロセスの一部。
【図１２】本発明の一実施形態に従って構成されかつ配置された医療用ドレッシングを製
造するための代表的なプロセスの一部。
【００１９】
　本発明は種々の修正及び代替の形態に容易に応じるが、その細部は一例として図面に示
しており、また詳しく説明することにする。しかしながら、その意図するところは、記述
した特定の実施形態に本発明を限定することではないことを理解すべきである。逆に、本
発明は、本発明の趣旨及び範囲内に含まれる、全ての修正、等価な形態、及び代替形態を
対象とすることを意図する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、医療用ドレッシング及び自己支持基材、並びに該医療用ドレッシング及び自
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己支持基材の製造方法を目的とする。
【００２１】
　該医療用ドレッシング及び自己支持基材は、患者の膝といった患者の凸面を覆って適用
するのに特に適している。この医療用ドレッシングは、創傷に接して配置される負圧治療
などの創傷治療を可能にし、該自己支持基材は、創傷を囲む凸状又は不規則な形状の領域
の周囲に封止を形成するのに役立つ。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、医療用ドレッシングは、裏材層と、創傷に面する裏材層上の
接着剤層と、自己支持基材とを含む。接着剤層及び裏材層は、自己支持基材の周囲に外辺
部を形成して、自己支持基材を創傷上の所定の位置に保持する。接着剤層及び裏材層によ
って形成された外辺部は、自己支持基材を適切に位置付けられた状態で保ち、また創傷の
周辺の無菌環境を維持するのを助ける。接着層及び裏材層は、典型的には非常に薄く、一
般に非常に柔軟である。
【００２３】
　ほとんどの実施形態において、自己支持基材は裏材層に恒久的に取り付けられて、ドレ
ッシングが適用された後に該医療用ドレッシングの上にとどまる。自己支持基材は、裏材
層の両側に恒久的に取り付けられ得、例えば、自己支持基材は、裏材層の上側に取り付け
られ得、あまり好ましくない実施形態では、自己支持基材は、裏材層の創傷に面する側に
取り付けられてもよい。本明細書で使用するとき、「恒久的に取り付けられる」とは、裏
材層を著しく損傷又は破壊し、それによって医療用ドレッシングを機能させなくすること
なく、自己支持基材を裏材層から除去することができないことを意味する。自己支持基材
は、裏材層に直接恒久的に取り付けられ得、又は、接着剤などの取り付け層によって恒久
的に取り付けられ得る。
【００２４】
　医療用ドレッシングは非常に適合性が高く、容易かつ迅速に創傷部位に適用される。ド
レッシングが創傷に適用された後、自己支持基材を除去して廃棄する必要はない。
【００２５】
　本発明に記載の医療用ドレッシングは、創傷又は他の身体部位を覆って封止環境を提供
するために使用することができる。封止環境から取り除かれる流体として、気体及び／又
は液体（壊死組織、血栓などの分散した固体粒子を含有する場合がある）を挙げることが
できる。流体除去は、医療用ドレッシングを取り除くか、ないしは別の方法で医療用ドレ
ッシングを妨げることなく、医療用ドレッシングの開口部、例えば弁を通して行われるこ
とができる。
【００２６】
　本明細書で使用されるように、用語「封止環境」とは、流体（及び固体）が、創傷を覆
って取り付けられたドレッシングの外面の周囲雰囲気から、封止環境へと自由に入ること
ができないことを意味する。封止環境には、好ましくは、封止環境において負圧が維持さ
れ得るような、医療用ドレッシングと創傷周囲の表面との間の気密封止が含まれる。例え
ば、１００ｍｍＨｇ（１３．３ｋＰａ）（即ち、大気圧を１００ｍｍＨｇ（１３．３ｋＰ
ａ）下回る圧力）及び場合によっては２００ｍｍＨｇ（２６．７ｋＰａ）の真空を（少な
くとも本明細書に記載されるように一時的に）保持する能力を有するドレッシングが好ま
しくあり得る。一部の従来の医療用ドレッシングは、このような封止環境を提供すること
ができるが、本明細書に記載の医療用ドレッシングは、医療用ドレッシングの一部として
提供された弁などの開口部を通して、封止環境から流体（液体及び／又は気体）を取り除
くために有利な機会もまた提供しながら、上記の環境を提供することができる。
【００２７】
　本明細書で使用するとき、用語「自己支持」とは、基材が、何の力も加えられない状態
で、ｘ面、ｙ面、及びｚ面内で画定可能な形状を保持することができることを意味する。
いくつかの実施形態では、基材は、ある程度の印加圧力又は印加力に耐えることができる
。
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【００２８】
　本明細書で使用するとき、用語「真空」とは、周囲大気圧よりも低い圧力を指す。好ま
しくは、圧力は５～２５０ｍｍ水銀柱（Ｈｇ）（０．７～３３．３ｋＰａ）だけ低減され
る（例えば、５００～７４０ｍｍＨｇ（６６．７～９８．７ｋＰａ）の絶対圧力まで、し
かしながら、これは大気圧によって異なる）。圧力が２５０ｍｍＨｇ（３３．３ｋＰａ）
を超えて低減された場合、患者は痛みを感じる場合がある。したがって、好ましくは、圧
力は、２００ｍｍＨｇ（２６．７ｋＰａ）を超えて、より好ましくは１７５ｍｍＨｇ（２
３．３ｋＰａ）を超えて低減されない。好ましくは、圧力は、十分な間質液を除去するた
めに、少なくとも５ｍｍＨｇ（０．７ｋＰａ）、２５ｍｍＨｇ（３．３ｋＰａ）、より好
ましくは少なくとも５０ｍｍＨｇ（６．７ｋＰａ）、及び最も好ましくは少なくとも７５
ｍｍＨｇ（１．０ｋＰａ）だけ低減される。
【００２９】
　封止環境からの流体除去は、創傷を覆って医療用ドレッシングが配置された創傷に、負
圧又は減圧治療を施すのに有用であり得る。創傷ドレッシングから取り除かれた流体は気
体、及び／又は液体（これは、壊死組織、血栓などの、分散した固体粒子を含み得る）を
含み得る。流体の除去は、医療用ドレッシングを取り除くか、ないしは別の方法で医療用
ドレッシングを妨げることなく行うことができる。本発明の有用な用途の一般性を制限す
ることなく、ドレッシングは、手術創傷、美容整形手術手順、火傷、切り傷、擦り傷、及
び様々な種類の潰瘍、例えば、糖尿病、蓐瘡、末梢血管疾患、静脈鬱血、及び外傷性潰瘍
などに適用され得る。
【００３０】
　本明細書に記載の医療用ドレッシング及び自己支持基材では、本発明の医療用ドレッシ
ングによって作り出された封止環境は、封止環境と流体連通する能動的な減圧供給源が存
在しなくとも負圧（即ち、環境大気圧を下回る圧力）を維持することができるのが好まし
い。換言すれば、本発明の医療用ドレッシングを使用することで、封止環境からの流体の
能動的な除去の間、負圧又は減圧を有する封止環境を維持することができる。結果として
、医療用ドレッシングは、負圧又は減圧環境に、単に断続的な又は周期的な流体除去を提
供することができる。
【００３１】
　医療用ドレッシングによって封止環境において維持される負圧の程度は、典型的には経
時的に（封止環境からの流体の能動的な除去の間に最高値に達した後に）低下するが、医
療用ドレッシングが少なくともある程度の有意な期間にわたって負圧を維持する能力を有
することが好ましい場合もある。いくつかの実施形態においては、医療用ドレッシングが
、１分以上、５分以上、１０分以上、１５分以上、３０分以上、又は更には６０分以上に
わたって、封止環境において（能動的な流体除去が存在しなくとも）少なくともある程度
の負圧を維持できることが好ましい場合もある。
【００３２】
　医療用ドレッシングによって画定された封止環境内部の負圧の低下は、様々な原因によ
り生じ得る。例えば低下の一部は、医療用ドレッシングの裏材層及び／又は医療用ドレッ
シングを患者に取り付けている接着剤を通って、気体が封止環境へ拡散することによるも
のである場合がある。封止環境における負圧低下の他の原因は、患者からの（言い換えれ
ば、創傷自体及び／又は創傷の周囲の組織による）気体及び／又は液体が、封止環境に入
ることによってもたらされる場合がある。
【００３３】
　本発明の医療用ドレッシングの使用に伴う潜在的な利点は、ある症例では、負圧は深刻
な切開創傷の縁部を有利に閉じて、より迅速な回復、感染率の減少及び／又は改善された
美容上の結果（瘢痕化の減少）を提供することが可能である、ということである。
【００３４】
　一態様において、本発明は医療用ドレッシングを提供し、該医療用ドレッシングは、内
部表面と外側表面とを含む裏材層と、内部表面の少なくとも一部の接着剤と、（該接着剤
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は、裏材の内部表面の外辺部の周囲に広がって、医療用ドレッシングを創傷を覆って対象
に付着させる）、裏材層を貫通して形成された開口部を覆って裏材に取り付けられる自己
支持基材と、を含み、医療用ドレッシング及び自己支持基材が創傷を覆って取り付けられ
ると、好ましくは、医療用ドレッシングは、創傷を覆って封止環境を画定する。好ましい
実施形態では、自己支持基材の弁を介するなどして裏材に適用される真空は、封止環境内
の流体を、裏材の開口部を通して取り除くことができる。
【００３５】
　他の態様では、本発明は医療用ドレッシングを提供することができ、該医療用ドレッシ
ングは、内部表面と外側表面とを含む裏材と；内部表面の少なくとも一部の接着剤と、（
該接着剤は、裏材の内部表面の外辺部の周囲に広がって、医療用ドレッシングを創傷を覆
って対象に付着させる）；裏材を貫通して形成された開口部を覆って裏材に取り付けられ
る自己支持基材と；を含み、自己支持基材は、裏材の内部表面及び外側表面に対して垂直
に測定した場合に、５ミリメートルの最小厚さを含む。
【００３６】
　他の態様では、本発明は、医療用ドレッシングキットを提供し、このキットは、上記の
実施形態のいずれか１つによる医療用ドレッシングと、任意に弁と、任意にスタンドオフ
要素と、任意に隔膜要素と、任意に密閉要素と、任意にバリア要素と、任意に創傷充填材
と、任意にポンプと、任意に流体トラップと、任意に、弁を覆って裏材の外側表面へ取り
付けるように適合された取り付け部と、を含む。
【００３７】
　様々な実施形態において、該方法は、次の機構、即ち、本明細書において提供されたも
ののような実施形態の任意の１つに従って、創傷を覆って医療用ドレッシングを適用する
機構、及び医療用ドレッシングの弁を介して封止環境から流体を取り除く機構、の１つ以
上を含み得る。本明細書に提供されたもののようないくつかの実施形態では、内部容積か
ら流体を取り除く方法は、封止環境内部の圧力が大気圧を下回るように空気を除去するこ
と含み、内部容積から流体を除去する方法は、創傷からの創傷滲出物の除去を含む。
【００３８】
　本発明の医療用ドレッシングは、負圧創傷治療を提供するために使用することができる
が、場合によっては、封止環境中に医療用ドレッシングを通して流体又は他の物質を送達
できるようなものであり得る。例えば、ピペット、針などの送達デバイスは、医療用ドレ
ッシングの裏材を穿孔して、封止環境中に送達デバイスを介して流体又は他の物質を送達
するために使用されてもよい。医療用ドレッシングを通して封止環境中に物質を送達する
ことが、本明細書に記載のような封止環境を画定するという医療用ドレッシングの能力を
、機能的に損なわないのが好ましくあり得る。
【００３９】
　医療用ドレッシングを通して封止環境に再封止可能にアクセスするために、例えば、送
達デバイスの取り外しの際に、裏材を貫通して形成された開口部が封止する（例えば、隔
膜の方式で）ように、医療用ドレッシング裏材に使用される材料は自己封止することがで
きる。他の例では、送達デバイスを取り外した後、送達デバイスによって裏材を貫通して
形成される任意の開口部を閉放するために、医療用ドレッシング裏材の外側表面を覆って
密閉要素を提供することができる。
【００４０】
　血管アクセスカテーテルと類似の管を挿入することによって、隔膜を介して流体を送達
することが考えられ、この場合、このカテーテルは、太針又は導入装置の補助を受けて隔
膜を介して挿入され、この太針又は導入装置はその後、末端が平滑で比較的可撓性のカテ
ーテル管を残して取り除かれる。このようにして、患者の所定の位置にとどまる針はなく
なる。
【００４１】
　封止環境に医療用ドレッシングを通して送達される流体には、気体（例えば、酸素、一
酸化窒素、オゾンなど）及び／又は液体（例えば、生理食塩水、水など）を挙げることが
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できる。場合によっては、粒子もまた、封止環境に送達されてもよい（例えば、封止環境
に送達される流体内に粒子が混入されている場合）。
【００４２】
　例示的な代表的実施形態
　図１は、本明細書に記載の医療用ドレッシング及び自己支持基材の一実施例を示す。医
療用ドレッシング１０は、自己支持基材１２を包含する。裏材層１４は、医療用ドレッシ
ング１０の外辺部１５まで延びている。裏材層１４は、典型的には、非常に薄く柔軟で、
且つ透明又は半透明のどちらかであって、そこを通して創傷及び／又は周囲の皮膚を見る
ことができる。
【００４３】
　図２は、図１のドレッシング１０の線２－２で見た場合の、図１の医療用ドレッシング
の概略断面図を示す。裏材層１４は、裏材層１４の表面の全体又は一部の接着剤層１７を
含み、この接着剤層１７は、使用中に創傷と向かい合う。自己支持基材１２は、裏材層１
４の創傷とは反対側の上面に適用される。図２の自己支持基材１２は、接着剤層２１を更
に含んでいる。接着剤層２１は、接着剤の単一層であってもよく、あるいは、接着剤／ポ
リエチレン／接着剤複合体のような接着剤複合体であってもよい。この接着剤層２１は、
裏材層１４への取付けを容易にすることができる。接着剤層２１は、接着剤１７に使用し
たのと同じ材料を含むことができる。好ましくは、接着剤層２１は、自己支持基材１２を
作製するのに使用される材料との適合性を有する材料を含む。
【００４４】
　図２に示されるように、自己支持基材１２は、一般に、第１の平面１１と、少なくとも
１つの側壁２２と、フランジ４４と含む。フランジ４４は、一般に、平面１１に対して略
平行である第２の平面を含む。側壁２２は、図７～図８に示されるように、略円形又は楕
円形パターンで実質的に連続的であってもよい。代替の実施形態では、２つ以上の側壁が
形成されてもよい、即ち、２つ以上の側壁が、互いに角度をなして形成されてもよい（図
示せず）。平面１１及び少なくとも１つの側壁２２は、裏材層１４から突出している自己
支持基材１２の外形で周囲を囲まれた空洞２５を形成する。フランジ４４は、一般に、自
己支持基材１２を裏材層１４に取り付けるのに使用される平面を提供する。
【００４５】
　図１及び図６～図１０に示されるように、自己支持基材１２は、自己支持基材１２の平
面１１上に波形部分１６を含む。図１及び図６～図１０に示される波形部分１６は、平面
１１の中心部に近接した平面１１の一部を構成する。代替の実施形態では、波形部分１６
は、一方の末端部において平面１１の一部を構成し、又は、平面１１の全面が波形部分か
らなってもよい。
【００４６】
　図１～図９では、波形部分１６は、平面１１の短い方の距離を横切って横方向に示され
ている。代替の実施形態では、波形部分は、不規則な表面上への医療用ドレッシングの配
置を助ける任意の方向、例えば、縦方向又はそれ以外であってもよい。
【００４７】
　波形部分１６は、患者に適用されたときのドレッシング１０の適合性を促進する。自己
支持基材１２の平面１１は、膝などの創傷面に適合するように曲がる又は回転するので、
波形部分１６は拡張して、創傷面に接して平坦にならずに、ないしは別の方法で創傷面及
び／又は自己支持基材１２の空洞２５の中のあらゆる介在要素（例えば、発泡体若しくは
創傷充填材、又は後述のようなその他の要素）を圧縮せずに、自己支持基材１２を創傷面
に適合させることができる。
【００４８】
　図１及び図６～図１０に示されるように、波形部分は、隆起部と溝部とから形成される
。しかしながら、利用可能な表面積を作り出すあらゆるパターンを、自己支持基材１２の
平面１１上で用いることができる。例えば、パターンは、図８に示されるように隆起部の
みを含んでもよく、図９に示されるように溝部のみを含んでもよい。加えて、平行な隆起
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部／溝部のパターンではなく、隆起部及び／又は溝部は、ハニカムパターン及び格子パタ
ーンなどの交互パターンを形成してもよい。
【００４９】
　波形部分１６は、自己支持基材１２が曲げられる、ないしは別の方法で不規則な表面の
周囲に適合されるときに拡張することができる、追加の表面積を提供する。ｘ面、ｙ面、
及びｚ面を参照すると、波形部分１６の隆起部及び溝部がｙ軸に平行しており、ｘ軸の平
面１１がｙ軸を中心に曲げられる場合の図１の平面１１の波形部分１６では、平面１１が
ｚ軸に向けて曲げられると、平面１１の隆起部はｘ軸に沿って拡張し、自己支持基材１２
をｚ軸方向に圧縮しない。換言すれば、自己支持基材１２は、波形部分１６の隆起部及び
／又は溝部を圧縮せずに、曲り部の半径に沿って拡張することができる。
【００５０】
　自己支持層１２は、不織布材料若しくは高分子フィルムなどの材料の単一片であること
ができ、又は２つ以上の別個の片であることができる。好ましい実施形態では、自己支持
基材１２は、半透明及び透明である。
【００５１】
　図２に示されるように、医療用ドレッシング１０は、典型的には、剥離ライナー２４を
含む。剥離ライナー２４は、使用中に患者に適用される医療用ドレッシングの表面を覆い
、一般に接着剤層１７の少なくとも一部と接触する。剥離ライナー２４は、ユーザーがド
レッシングを適用する準備ができるまで、医療用ドレッシング１０に取り付けられたまま
である。剥離ライナー２４は、単一片若しくは複数片の剥離ライナーであってもよく、ド
レッシングを収容する包装（図示なし）の一部であるか、又はそれにラミネートされるか
、あるいは単に包装内のドレッシングと共に封入されてもよい。剥離ライナー２４は、医
療用ドレッシング１０の保管及び出荷の間、接着剤１７を清浄に保つ。剥離ライナー２４
及びドレッシング１０がいったん分離されると、（以下に記載するような）キャリア２７
及び自己支持基材１２のみが、裏材層１４に有意な剛性を提供する。
【００５２】
　本発明による医療用ドレッシングの別の実施形態を図３（図３は、図１の線２－２に沿
って切り取った断面図である）に示す。医療用ドレッシング１０は裏材層１４（好ましく
は、本明細書に記載のような柔軟なものであり得る）を含む。裏材層１４は、２つの反対
側の主表面、即ち、内側表面４１と外側表面４２とを含む。使用に際して、内側表面４１
が創傷（又は他の身体部位）に面し、創傷（又は他の身体部位）から見て外側表面４２が
外側を向くように、ドレッシングは創傷（又は他の身体部位）を覆って配置される。
【００５３】
　裏材層１４用に潜在的に好適な材料が以下に詳細に記載されるが、機能の点から、裏材
層１４は好ましくは、液体及び急速な気体拡散に対するバリアとして機能する材料から作
製される。裏材層１４のバリア特性は完全なものでも不完全なものでもよく、例えば裏材
層１４は気体の制限された通過を可能にし得るが、裏材層１４（及びドレッシング１０の
他の構成要素）は好ましくは、創傷を覆って配置されたときに創傷上の負圧環境を少なく
とも一時的に維持することができるように、気体の通過に対して十分なバリア特性を提供
する。例えば、裏材は好ましくは比較的高い水蒸気透過率を有し得るが、液体に対しては
実質的に不透過性であることができる。
【００５４】
　ドレッシング１０は、（図７に示されるような）自己支持基材１２の開口部２８に弁（
図示せず）を含んでもよい。裏材層１４の１つ以上の開口部２８を貫流する流体は、弁に
よって制御されてもよい。弁（好ましくは、一方向弁）を使用して、本明細書に記載され
るようにドレッシング１０がその上を覆って配置される創傷に、負圧治療を施すことがで
きる。医療用ドレッシングは、弁用の開口部２８を１つだけ含むが、本発明の医療用ドレ
ッシングは、ドレッシングによって画定される封止環境への追加のアクセスが所望される
場合、２つ以上の弁を含むことができる。
【００５５】
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　ドレッシング１０にはまた、内側表面４１を創傷に向けて、創傷を覆ってドレッシング
１０を患者に付着させることができるように、内側表面４１上に接着剤１７を含ませるこ
ともできる。接着剤１７は、連続的に及び／又はパターンにコーティングする方法で、内
側表面４１の全体又は一部を覆うことができる。ドレッシング１０はまた、（以下に記載
するような）創傷充填材及びバリア要素２９を含む。感圧性接着剤を必要とせずにしっか
りと固定されるドレッシングといった、他の多くの構成が可能である。例えば、ドレッシ
ングは肢周りの外周ラップを含んでもよく、接着剤は必ずしも必要としない。
【００５６】
　図４Ａ～図４Ｂに示されるように、裏材層１４は、裏材層１４を貫通する窓２６を形成
する開口部を更に含む。
【００５７】
　図３を参照すると、ドレッシング１０は、創傷Ｗを覆って設置され、裏材層１４及び接
着剤層１７は、創傷Ｗを取り囲んでいる組織（例えば、皮膚）に取り付けられる。創傷Ｗ
及び創傷を取り囲んでいる組織に沿ったドレッシング１０及び自己支持基材１２は、好ま
しくは封止環境を画定し、創傷Ｗは封止環境の中にあることで周囲の環境から隔離される
。裏材層１４の内側表面４１は、創傷がその中に位置決めされる封止環境に面しており、
裏材層１４の外側表面４２は、創傷Ｗとは反対側に面する。
【００５８】
　図１～図３に示される接着剤１７は、裏材層１４の内部表面全体に露出するのが好まし
くあり得る。しかしながら、任意の実施形態では、ドレッシング１０が対象に取り付けら
れたときに、創傷を覆って封止環境を形成することができるように、接着剤１７は、裏材
層１４の外辺部全体を囲んで連続的に延在するのが好ましくあり得る。
【００５９】
　図４Ａ～図４Ｂ及び図５に戻ると、自己支持基材１２を取り付ける前のドレッシングの
部分において、裏材層２０の好ましい実施形態は、上述のように好ましくは柔軟性がある
裏材層１４と、裏材層１４の底面上の感圧性接着剤（図示せず）と、感圧性接着剤の露出
面に取り付けられるライナー２４と、裏材の上面の任意の低接着性コーティングと、裏材
層１４の上面に取り付けられるキャリア２７と、キャリア２７を横断する１つ以上の切れ
目３１と、キャリア２７の除去を助けるための１つ以上のタブ３３と、開口部つまり窓２
６と、窓ライナー３７と、を含む。
【００６０】
　好ましい実施形態では、キャリア２７は、熱融着接合によって裏材層１４に取り付けら
れる。キャリア２７と裏材層１４との間の熱融着接合は、接着剤とライナー２４との間の
結合よりも強力である。この差異は、ライナー２４が接着剤複合体ドレッシング１０から
取り外されるときに、裏材層１４がキャリア２７に取り付けられたままとなるのを確実に
する。他の実施形態では、キャリアは、裏材層１４に接着剤で取り付けられる。
【００６１】
　キャリア２７は、キャリア２７の全表面を少なくとも一方向に横断する、線状切れ目３
１を有することができる。線状切れ目３１は、クロスフェブ方向又はダウンウェブ方向に
設けられてもよい。
【００６２】
　線状切れ目３１はタブ３３を提供することができ、このタブ３３は、そこにおいてキャ
リア２７を裏材層１４から容易に持ち上げて剥離することができる開始点を形成する。切
れ目３１はまた、当該技術分野において既知である線状でない切れ目であってもよいが、
好ましい実施形態は、線状切れ目を有する。線状切れ目は、キャリア２７の取り外しを容
易にするために、より明白なタブ３３を形成する。タブ３３は、図４Ｂに示されるように
、線状切れ目３１から離れて、キャリア２７の形態として形成されることもできる。
【００６３】
　図６では、図１～図２に示されるようなドレッシング１０の分解図は、自己支持基材１
２を裏材層１４に取り付けるために使用することができる接着剤層２１を示している。好
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ましい実施形態では、接着剤２１を露出させるために、図４～図５のライナー３７は取り
除かれる。次に、自己支持基材１２が、接着剤２１で裏材層１４に取り付けられる。代替
の実施形態では（図示せず）、自己支持基材（subtrate）１２は、裏材層１４に直接結合
されてもよい。
【００６４】
　図６に示されるような接着剤２１は、接着剤２１が、裏材層１４の外面２２上の窓２６
の開口部の周囲に枠を形成するように、裏材層１４の外面上の窓２６の外辺部の周囲のみ
に提供される。
【００６５】
　図７に示されるように、自己支持基材１２はまた、流体除去又は適用中に、弁を介する
などしてドレッシングにアクセスするための、開口部２８を含む。図７には開口部２８が
１つだけ示されているが、本明細書に記載のドレッシングでは、複数の開口部を用いるこ
とも可能である。必ずしも必要ではないが、好適な弁を使用することで、創傷を覆って取
り付けられたドレッシング１０の自己支持基材１２によって形成される封止された空洞２
５（図８に示される）を、封止された空洞２５と流体連通する能動的な減圧供給源がない
状態で、負圧（即ち、図３に示されるような、裏材層１４の外側表面４２上の環境大気圧
を下回る圧力）に好ましく維持することが可能である。
【００６６】
　図３を再度参照すると、いくつかの実施形態では、封止環境内の負圧の維持は、自己支
持基材１２によって作られた封止された空洞２５内にバラスト要素２９を加えることによ
って増強されてもよい。バラスト要素２９は、例えば、封止された空洞２５内に提供され
た真空（負圧）に応じて圧縮するか又は縮み、その弾力性によってその圧縮前の寸法の少
なくとも一部へと戻ろうとする、弾性的圧縮性材料であってもよい。例えば、バラスト要
素２９は弾性発泡体（連続気泡型又は独立気泡型であるが、好ましくは連続気泡型）、不
織布、バネ、又は圧縮することができる他の構成であってよいが、少なくとも部分的には
圧縮前の大きさに戻ることが企図されるように、弾性的でもある（例えば、弾性物質はバ
ネ定数を有する）。
【００６７】
　医療用ドレッシング１０を取り外す必要なく、及び封止環境内部の負圧を維持するため
に流体を持続的に除去する必要なく、封止された空洞２５から流体を取り除くために、本
発明に関連して使用される弁が、１回、２回、又はそれ以上の回数使用できることが好ま
しい場合がある。例えば、流体の除去が終了した時に閉締させることができる弁を使用し
て、本明細書に記載されるように、封止された空洞２５から開口部２８を介して流体を取
り除くことができる。封止環境内に更なる流体が蓄積する場合、この蓄積物は本明細書に
記載されるような弁を通して取り除くことができる。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、封止環境に入った流体（例えば、液体）を吸収するために、
医療用ドレッシングが吸収剤料を含むことが好ましい場合がある。潜在的に好適な吸収剤
料の例としては、限定するものではないが、親水性発泡体、織布、不織布など、及びこれ
らの組み合わせを挙げることができる。吸収剤料が、吸収性であり、かつ封止環境に弁を
通して真空が適用されたときに任意の吸収した流体の少なくとも一部（好ましくは、ほと
んど）を放出する能力を有するという、これらの両方の性質を備えていることは好ましい
ものであり得る。封止環境からの流体除去時に、吸収した流体を放出することで、吸収剤
料の流体を吸収する能力を再生し得る（医療用ドレッシングの耐用寿命を延ばすことがで
きる）。
【００６９】
　ドレッシング１０によって封止環境において維持される負圧の程度は、典型的には経時
的に（封止環境から開口部２８を通しての流体の能動的な除去の間に最高値に達した後に
）低下するが、ドレッシング１０が少なくともある程度の有意な期間にわたって負圧を維
持できるのが好ましい場合もある。いくつかの実施形態においては、ドレッシング１０が



(12) JP 6001449 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

、１分以上、５分以上、１０分以上、１５分以上、３０分以上、又は更には６０分以上に
わたって、封止環境において（能動的な減圧供給源が存在しない状態で）少なくともある
程度の負圧を維持できることが好ましい場合もある。
【００７０】
　ドレッシング１０によって画定された封止環境内部の負圧の低下は、様々な原因により
生じ得る。例えば低下の一部は、裏材層１４及び／又は裏材層１４を患者に取り付けてい
る接着剤１７を介した封止環境への気体の拡散によるものである場合がある。封止環境に
おける負圧低下の他の原因は、患者からの（創傷自体及び／又は創傷の周囲の組織による
）気体及び／又は液体が、封止環境に入ることによってもたらされる場合がある。
【００７１】
　本明細書に記載のような医療用ドレッシング１０で使用することができる弁の１つの代
表的な実施形態は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、本出願人らの同時係
属中の米国特許出願６１／０４２，３３８号（２００８年４月４日出願）の図４Ａ～図４
Ｃに見出される。この弁は、本発明に関連して使用できる、潜在的に好適な弁の一実施形
態を表すが、図４Ａ～図４Ｃに示される具体的な弁構成の代わりに、多くの他の弁を使用
することもできる。
【００７２】
　弁の内外の圧力差は、例えば、裏材１４の外部表面４２上の弁の外部表面上に、ポンプ
の入口（例えば、真空ポンプ）、又はポンプの入口に通じる流体導管（例えば、管、ホー
スなど）を適用することによって達成され得る。ポンプは、弁全域の圧力差が、クラッキ
ング圧に達するのに十分高いものであるよう、弁の外側に減圧環境を提供することができ
るのが好ましい。弁が開放形態になった時点で、ドレッシング１０により創傷を覆って画
定された封止環境中の流体（気体及び／又は液体）は、開口部２８及び弁を通して取り除
かれてもよい。封止環境から取り除かれた流体は、固体粒子を含有していてもよいし、含
有していなくてもよい。
【００７３】
　流体除去は、封止環境を本明細書で述べるような負圧とするのが好ましくあり得るが、
このような条件は必ずしも必要とされない。例えば流体除去は、封止環境内に負圧条件を
もたらす必要なく、封止環境等から創傷滲出物、血液などの流体を取り除くことに限られ
る場合がある。
【００７４】
　図１～９に示される態様を補足する、又はその効果を減ずるため、他の様々な実現例が
適切である。例えば、裏材層１４は、本発明から逸脱することなく、又は本明細書で使用
される用語「フィルム」の意味から逸脱することなく、複数のフィルム若しくはコーティ
ングであることができる。同様に、自己支持基材１２は、例えばフィルム、ウェブ、シー
ト等などの複数の副層を含むことができる。また、本発明から逸脱することなく、本明細
書に記載の材料の間に、他の材料の追加の層及びフィルムが付加されることができる。
【００７５】
　医療用ドレッシング１０は、典型的には、最初に創傷を清浄して、創傷の周りの領域が
医療用ドレッシングを受け入れる準備ができていることを確認することによって、患者に
適用される。次に、剥離ライナーをドレッシングから取り外して、裏材層の開口部及び窓
２６、接着剤層１７の外辺部、及び裏材層１４を露出させる。裏材層１４のこの外辺部は
、キャリア２７によって、略平面又は延伸配向に維持される。裏材層１４の窓２６を取り
囲む自己支持基材が、創傷を覆って定置された後、ドレッシング１０の縁部が、静かにか
つ円滑に患者に押し付けられ、それによって、裏材層１４の露出した接着性の外辺部が患
者と接触する。
【００７６】
　特定の実施形態では、裏材層１４の一方の主表面を接着性にするため、その上に接着剤
層１７が設けられ、低接着性コーティング（低接着性バックサイズ（low adhesion backs
ize）、即ちＬＡＢ）を裏材層１４の他方の主表面上に設けることができる。低接着性コ
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ーティングにより、他のテープ若しくはデバイスがドレッシング１０上に置かれ、除去さ
れたとき、不必要なドレッシングの除去によってドレッシング１０を交換する必要性が低
減され、リネン若しくは他の布地上でのドレッシング１０の表面摩擦が低減され、それに
よってドレッシング１０の偶発的な除去に対する追加の保護が提供される。本発明で使用
するのに好適な低接着性裏材材料に関する記載は、米国特許第５，５３１，８５５号及び
同第６，２６４，９７６号に見出すことができ、これらは以下に記載される熱融着接合と
適合性があり、その全体が本明細書に組み込まれる。
【００７７】
　更に、本発明のドレッシングのいずれかは、その開示が参照により本明細書に組み込ま
れる米国特許第５，１６０，３１５号に記載のように、装置を患者に固定するために有用
である、追加のテープストリップ又は他の構造体を含んでもよいことが理解されるであろ
う。
【００７８】
　本出願人らの同時係属中の米国特許出願第６１／０４２，３３８号（２００８年４月４
日出願）；同第６１／０１７，９５７号（２００７年１２月３１日出願）；及び同６１／
０４２，６９８号（２００８年４月４日出願）に記載のように、上記実施形態のいずれか
はまた、次の要素、つまり、創傷充填材、ポンプ、及び／又は流体トラップ、弁、弁への
開いた流体経路を提供するための離隔支持要素（封止環境内の負圧下で閉鎖することに抵
抗する）、バリア要素（弁の目詰まりを制限する）、隔膜要素、及び／又は密閉要素の１
つ以上を、任意の組み合わせで含んでもよい。
【００７９】
　以下に、本発明の様々な構成成分の追加の態様が更に詳細に記載される。
【００８０】
　裏材材料
　本発明の創傷ドレッシングは、液体及び少なくともいくらかの気体の通路に十分に不透
過性のバリアを提供する、任意の柔軟な裏材との関連において有用である。典型的な裏材
としては、不織布及び織布繊維性ウェブ、ニット、フィルム、発泡体高分子フィルム、及
び他の一般的な裏材材料が挙げられる。好ましい裏材材料としては、薄いエラストマー裏
材を含む。これらの種類の裏材は柔軟性及び創傷部位周辺での高い接着性を確実にするこ
とを助ける。好ましい裏材材料は、ポリウレタン（例えば、ＥＳＴＡＮＥ）、ポリエーテ
ルポリエステル（例えば、ＨＨＴＲＥＬ）、ポリエーテルアミド（例えば、ＰＥＧＡＸ）
、並びに、ポリオレフィン（例えば、ＥＮＧＡＧＥ）を含む、半透明又は透明の高分子フ
ィルムであり得る。
【００８１】
　裏材層に適した裏材材料としては、例えば、不織布繊維ウェブ、織布繊維ウェブ、編地
、フィルム、及び他の良く知られた裏材材料が挙げられる。裏材材料は、典型的には、半
透明又は透明のポリマー弾性フィルムである。裏材は、水蒸気透過性の高いフィルム裏材
であることができる。米国特許第３，６４５，８３５号は、そのようなフィルムの作製方
法及びそれらの透過性を試験する方法を記載している。
【００８２】
　裏材は、有利には、ヒトの皮膚に等しい、又はそれを超える速度で水蒸気を透過するべ
きである。いくつかの実施形態では、接着剤コーティングされた裏材層は、倒置カップ法
（逆カップ法）を使用して、少なくとも３００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１
０％　ＲＨ、多くの場合少なくとも７００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％
　ＲＨ、最も典型的には２０００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨの
速度で水蒸気を透過する。
【００８３】
　本発明と関連して使用される裏材は、高透湿性裏材であってもよい。発行された米国特
許第３，６４５，８３５号は、そのようなフィルムを作製する方法、及びそれらの透過性
を試験する方法を記載する。フィルム（及び、本明細書に記載のように使用される任意の
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接着剤）は、ヒトの皮膚と同等又はそれ以上の速度で水蒸気を透過し得る。接着剤でコー
ティングされたフィルムは、米国特許第４，５９５，００１号に記載される逆カップ法を
使用して、少なくとも３００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨ、より
好ましくは少なくとも７００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨ、及び
最も好ましくは少なくとも２０００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨ
の速度で、水蒸気を透過させ得る。
【００８４】
　裏材層は、一般に、解剖学的表面に対して適合可能である。そのため、裏側層は、解剖
学的表面に適用されたとき、その表面が動いたときであってもその表面に適合する。裏側
層はまた、動物の解剖学的関節に対しても適合可能である。関節が屈曲し、次にその非屈
曲位置に戻るとき、裏材層は、典型的には、伸長して関節の屈曲に適応するが、関節がそ
の非屈曲状態に戻るとき、関節に適合し続けるように十分に弾力的である。
【００８５】
　本発明と共に使用するのに好ましい裏材層のこの特性の記述は、発行された米国特許第
５，０８８，４８３号、及び同第５，１６０，３１５号に見出すことができ、これらの開
示は参照により本明細書に組み込まれる。上述のように、特に好ましい裏材は、エラスト
マーポリウレタン、ポリエステル、又はポリエーテルブロックアミドフィルムである。こ
れらのフィルムは、好ましい裏材に見られる弾力性、高い湿気透過性、及び透明性の望ま
しい特性を組み合わせる。
【００８６】
　また、好ましくは、裏材は、解剖学的表面に適合し得る。そのため、裏材が解剖学的表
面に適用されたとき、その表面が動いたときであっても、その表面に適合する。また、裏
材は、動物の解剖学的関節にも適合し得る。関節が屈曲した後に非屈曲位置に戻るときに
、裏材は、関節の屈曲に対応するよう伸びることができるが、関節が非屈曲状態に戻され
た場合にも関節へ適合し続けるのに十分な弾性がある。裏材のこの特徴の説明は、発行さ
れた米国特許第５，０８８，４８３号及び同第５，１６０，３１５号で確認することがで
きる。いくつかの潜在的に好適な裏材の例としては、エラストマーポリウレタン、ポリエ
ステル、又はポリエーテルブロックアミドフィルムが挙げられる。これらのフィルムは、
弾力性、高い水蒸気透過性、及び透明性の望ましい性質を組み合わせる。
【００８７】
　市販の潜在的に適切な裏材の例としては、ＴＥＧＡＤＥＲＭ（３Ｍ社）、ＢＩＯＳＩＴ
Ｅ（Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ社）、ＯＰＳＩＴＥ（Ｓｍｉｔｈ　＆　Ｎｅｐ
ｈｅｗ）等の商標名で販売されている、薄い高分子フィルム裏材が挙げられ得る。外科用
切開ドレープ（例えば、ＳＴＥＲＩＤＲＡＰＥ及びＩＯＢＡＮの商標名で、３Ｍ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙによって製造される切開ドレープ）等の製造に一般的に使用されるもの等を含む
、他の多くの裏材も使用することができる。
【００８８】
　本発明の医療用ドレッシングによって画定された封止環境からは、流体を能動的に取り
除くことができるので、比較的に水蒸気透過性が高い裏材は必要とされない場合もある。
結果として、いくつかの他の有用な潜在的な裏材材料としては、メタロセンポリオレフィ
ン並びにＳＢＳ及びＳＩＳブロックコポリマー（例えばＫＲＡＴＯＮ型）物質を挙げるこ
とができ、これらを使用することができる。
【００８９】
　しかしながらそれとは関係なく、裏材が、例えば柔軟性の改善のために、比較的に薄い
ままであることが好ましい場合がある。例えば、裏材が厚さ２００マイクロメートル以下
、又は１００マイクロメートル以下、可能性としては５０マイクロメートル以下、又は更
には２５マイクロメートル以下の高分子フィルムから形成される（例えば、本質的になる
）ことが好ましい場合がある。
【００９０】
　自己支持基材
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　ほとんどの実施形態において、自己支持基材は熱可塑性ポリマーである。好ましいポリ
マーはポリエチレンである。
【００９１】
　自己支持基材として使用に好適な熱可塑性材料としては、例えば、ポリオレフィン（例
えばポリエチレン）；天然及び合成ゴム類（例えば、スチレンブタジエンゴム又はブチル
ゴム、ポリイソプレン、ポリイソブチレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、アクリ
ロニトリル／ブタジエン並びにカルボキシ又はヒドロキシ変性ゴム類等の官能化エラスト
マー類等）；ポリジメチルシロキサン類を含むがこれらに限定されないシリコーン類、ス
チレンブロックコポリマー類（例えば、スチレン－イソプレン－スチレン又はスチレン－
エチレン／ブチレン－スチレンブロックコポリマー）；脂肪族イソシアネート及び芳香族
イソシアネートに基づくものを含むがこれらに限定されないポリウレタン類、並びにそれ
らの組合せが挙げられる。熱硬化性ポリマーを使用してもよい。
【００９２】
　ほとんどの実施形態において、自己支持基材１２は、半透明及び透明である。好ましい
実施形態では、熱可塑性材料は、１００％～５００％の％伸長、及び１０，０００～４０
０，０００の弾性率を有する半剛体である。これらパラメータの範囲外の材料は、いった
ん形成された自己支持基材の形状を保持することができない。
【００９３】
　自己支持基材を形成するのに使用される材料は、一般に、裏材層よりも実質的に剛性で
ある。好ましい実施形態では、材料の厚さは、６ミル（０．１５ｍｍ）未満、より好まし
くは５ミル（０．１３ｍｍ）未満である。ほとんどの実施形態において、基材材料の厚さ
は、１ミル（０．０３ｍｍ）を超える。広くは、自己支持基材材料としては、弾性フィル
ム、非弾性フィルム、不織布繊維ウェブ、織布繊維ウェブ、編地、並びにポリエチレン／
ビニルアセテートコポリマーでコーティングした紙及びポリエステルフィルムを挙げるこ
とができるが、これらに限定されない。
【００９４】
　自己支持基材は、直接又は接着剤層によってのいずれかで、裏材層に貼り付けられる又
は取り付けられる。自己支持基材は、成型プロセスによってなどで予め形成された後、例
えば、接着剤層２１によって自己支持基材を裏材層１４に積層することにより、図ＸＸに
示されるようにドレッシング１０に取り付けられることができる。自己支持基材は、創傷
（図示せず）に面する裏材層（later）の表面上の裏材層１４に自己支持基材を取り付け
るための接着剤層１７に積層されることもできる。
【００９５】
　自己支持基材を取り付ける他の方法としては、裏材層に対する自己支持基材の非可逆的
な熱接合又は超音波溶接が挙げられる。自己支持基材は、裏材層の上側、裏材層と接着層
との間に取り付けられるか、又は接着剤層に取り付けられ得る。
【００９６】
　自己支持基材は、所望の構成体を形成するための成形型又はその他の成形構造物から形
成され得る。一実施形態では、ポリエチレンフィルムを、指定された空きスペースを有す
る２つのプレートの間に保持することができる。ポリエチレンフィルムは、その軟化点を
超えるが融点を下回る温度に加熱される。任意の所望の波形形状を有するプランジャを、
軟化したフィルムの中に、自己支持基材の所望の外形に対応する深さまで押し込むことが
できる。ポリエチレンフィルムを軟化点より低く冷却した後、プランジャを除去する。形
成された自己支持基材を、この自己支持基材をドレッシングに取り付けるために使用され
る第２の平面を含むように、プレートの決められた縁部の周囲で切断する。
【００９７】
　感圧性接着剤
　本発明の創傷ドレッシング物品で用いるのに好適な接着剤としては、皮膚に許容可能な
接着を提供し、かつ、皮膚上で使用するのに許容可能な（例えば、接着剤は、好ましくは
刺激が無く、増感作用を有さないべきである）任意の接着剤が挙げられる好ましい接着剤
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は、感圧接着剤であり、いくつかの実施形態では、水分の蒸発を可能にするために、比較
的高い湿気透過速度を有する。好適な感圧接着剤としては、アクリル酸、ポリウレタン、
ＫＲＡＴＯＮ、及び他のブロックコポリマーに基づくもの、シリコーン、ゴム系接着剤（
天然ゴム、ポリイソプレン、ポリイソブチレン、ブチルゴムなど）、加えてこれらの接着
剤の組み合わせが挙げられる。接着剤成分は、粘着付与剤、可塑剤、レオロジー変性剤、
加えて、例えば抗菌剤を含む活性成分を含み得る。
【００９８】
　本発明の創傷医療用ドレッシングに好ましく使用され得る感圧接着剤は、米国特許第Ｒ
Ｅ　２４，９０６号に記載されるアクリル酸コポリマー、具体的には、９７：３のイソオ
クチルアクリレート：アクリルアミドコポリマー等の、典型的に皮膚に適用される接着剤
を含み得る。別の例は、米国特許第４，７３７，４１０号（実施例３１）に記載されるよ
うに、７０：１５：１５のイソオクチルアクリレート：エチレンオキシドアクリレート：
アクリル酸ターポリマーを含み得る。他の有用な潜在的な接着剤は、米国特許第３，３８
９，８２７号、同第４，１１２，２１３号、同第４，３１０，５０９号、及び同第４，３
２３，５５７号に記載されている。また、米国特許第４，３１０，５０９号及び同第４，
３２３，５５７号に記載されるように、薬剤又は抗菌剤を接着剤に含むことも想到される
。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、感圧接着剤は、ヒトの皮膚よりも早い速度で、又は同等の速
度で水蒸気を透過し得る。そのような特徴は、適切な接着剤を選択することで達成するこ
とができる一方、米国特許第４，５９５，００１号に記載されるように、裏材上に接着剤
をパターンコーティングするなどの、相対速度の高い水蒸気透過を達成する他の方法を使
用し得ることも、本発明に意図される。他の潜在的な感圧接着剤としては、例えば、米国
特許第６，９９４，９０４号に記載されるものなどの、吹き出し微小繊維（ｂｌｏｗｎ－
ｍｉｃｒｏ－ｆｉｂｅｒ）（ＢＭＦ）を挙げることができる。創傷ドレッシングに使用さ
れる感圧接着剤はまた、接着剤自体が、例えば、米国特許第６，８９３，６５５号に記載
されるミクロ複製された構造などの、構造を含む１つ以上の領域を含み得る。
【０１００】
　それらの開示が参照により本明細書に組み込まれる、発行された米国特許第３，６４５
，８３５号及び同第４，５９５，００１号は、かかるフィルムの製造方法、及びそれらの
透過性の試験方法を記載している。好ましくは、フィルム／接着剤複合体は、人間の皮膚
と等しいかそれより速い速度で、水蒸気を透過すべきである。好ましくは、接着剤でコー
ティングされたフィルムは、米国特許第４，５９５，００１号に記載される逆カップ法を
用いて、少なくとも３００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨ、より好
ましくは少なくとも７００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨ、及び最
も好ましくは少なくとも２０００ｇ／ｍ２／２４時間／３７℃／１００～１０％　ＲＨの
速度で、水蒸気を透過する。そのような特徴は、適切な接着剤を選択することで達成する
ことができる一方、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４，５９５，００１号
に記載されるように、裏材上に接着剤をパターンコーティングするといった、相対速度の
高い水蒸気透過を達成する他の方法を使用し得ることもまた、本発明において考えられる
。
【０１０１】
　本発明の接着剤複合体で使用することができる好ましい感圧性接着剤は、その開示が参
照により本明細書に組み込まれる米国特許第ＲＥ　２４，９０６号に記載のアクリル酸コ
ポリマーといった、典型的には皮膚に適用される接着剤であり、特に、９６：４イソオク
チルアクリレート：アクリルアミドコポリマーである。また、好ましいのは、その開示が
参照により本明細書に組み込まれる米国特許番号第４，７３７，４１０号（実施例３１）
に記載されているような７０：１５：１５のイソオクチルアクリレート：エチレンオキシ
ドアクリレート：アクリル酸ターポリマーである。他の有用な接着剤は、その開示が参考
として本明細書に組み込まれる米国特許番号第３，３８９，８２７号、同第４，１１２，
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２１３号、同第４，３１０，５０９号、及び同第４，３２３，５５７号に記載されている
。米国特許第４，３１０，５０９号、及び同４，３２３，５５７号（両方とも参照により
本明細書に組み込まれる）に記載されるように、接着剤中に薬剤、又は抗菌剤を含めるこ
ともまた想到される。
【０１０２】
　吸収性材料
　本明細書に記載の医療用ドレッシングと共に、吸収性材料が使用されてもよい。吸収性
材料は、創傷充填材（後述）と同一であってもよく、又は別個の要素であってもよい。吸
収性材料は、織布若しくは不織布の木綿又はレーヨンを包含するがそれらに限定されない
、様々な材料のいずれかで製造され得る。吸収性パッドは、任意に、抗菌剤、経皮的薬物
送達のための薬物、患者の体内のホルモン又は他の物質をモニターする化学指示薬（chem
ical indicator）などを包含する、多数の物質を包含するのに有用である。
【０１０３】
　吸収剤は、例えば、米国特許第５，６２２，７１１号、及び同第５，６３３，０１０号
に記載される親水コロイド組成物などの親水コロイド組成物を含んでもよく、当該特許の
開示は参照により本明細書に組み込まれる。親水コロイド吸収剤は、例えば、ペクチン、
ゼラチン、及びカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）（Ａｑｕａｌｏｎ　Ｃｏｒｐ．，
Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌ．）などの天然親水コロイド、架橋カルボキシメチルセル
ロース（Ｘ４ｉｎｋ　ＣＭＣ）（例えば、Ａｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ；ＦＭＣ　Ｃｏｒｐ．，Ｐ
ｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，Ｐａ．）などの半合成親水コロイド、架橋ポリアクリル酸（Ｐ
ＡＡ）（例えば、ＣＡＲＢＯＰＯＬ（商標）Ｎｏ．９７４Ｐ；Ｂ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ
，Ｂｒｅｃｋｓｖｉｌｌｅ，Ｏｈｉｏ）などの合成親水コロイド、又はこれらの組み合わ
せを含み得る。吸収性材料はまた、ポリマーゲル及び発泡体を含む他の合成及び天然親水
性材料から選択されてもよい。
【０１０４】
　担体／送達システム
　いくつかの例では、本発明の医療用ドレッシングで使用する裏材は、剥離ライナーが裏
材から除去されるときに、裏材が患者の皮膚へのドレッシングの円滑で無菌の適用を阻害
して、それ自体を褶曲し、かつそれに接着する傾向があり得るようなものであり、非常に
可撓性及び柔軟であり得る。
【０１０５】
　この問題に対処するために、米国特許第４，４８５，８０９号、同第４，６００，００
１号、及びＥＰＯ公報第０　０５１　９３５号に開示されるものなどの様々な送達システ
ムが提案されている。米国特許第６，６８５，６８２号に記載されるものなどの担体型送
達システムは、適合する裏材とともに使用するための代替的な送達システムを提供する。
【０１０６】
　代替的な担体及び／又は送達システムとしては、米国特許第６，７４２，５２２号、同
第５，９７９，４５０号、同第６，１６９，２２４号、同第５，０８８，４８３号、同第
４，５９８，００４号、同第Ｄ　４９３，２３０号などに記載のものなどの、枠、ハンド
ル、補強ストリップなどを挙げることができる。更に他の潜在的に好適な送達システムは
、米国特許出願公開第２００７／０１５６０７５（Ａ１）号に記載のものであり得る。い
くつかの例では、例えば、米国特許第５，８０３，０８６号に記載されるとおり、裏材は
、ライナー無しで送り出すことが可能である。
【０１０７】
　本明細書に従って製造される医療用ドレッシングにキャリアを提供するのに使用される
キャリア材料は、適用中に裏材にしわが寄るのを防止するために、裏材よりも剛性である
のが好ましい。キャリア材料はまた、好ましい医療用ドレッシングを製造するのを目的と
して、後述の低接着性コーティングの有無にかかわらず、裏材層に熱融着可能であり得る
。広くは、好ましいキャリア材料としては、エチレンビニルアセテートコポリマー及びエ
チレン－アクリル酸でコーティングされた紙及びポリエステルフィルムを挙げることがで
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きるが、これらに限定されない。
【０１０８】
　裏材層は、任意に、裏材層の上面に低接着性コーティングを有してもよく、この低接着
性コーティングは、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５，８０３，０８６号
に記載のように、ポリビニールＮ－オクタデシルカーバメートと、シリコーン樹脂のブレ
ンドと、の溶液としてコーティングされる。好ましいコーティングの低接着性特性をもた
らす他のコーティング剤で代用することができることもまた理解されよう。本発明による
任意の低接着性コーティングを選ぶ際に主として考慮されることは、それらの放出特性、
及びキャリアと裏材層との間の取り付け手段との適合性である。
【０１０９】
　キャリアが裏材層に熱融着接合される場合、好ましい低接着性コーティングは、キャリ
アと裏材層との間の熱融着接合との適合性を有しており、また、熱融着後に、その低接着
性特性を保持する。裏材層の上面が低接着性コーティングを有するのは好ましいが、キャ
リア材料が取り付けられた状態でそのようなコーティングを有さない裏材層もまた、本発
明の範囲内であると考えられる。
【０１１０】
　剥離ライナー
　ドレッシングを患者に取り付けて封止された空洞を作り出すために使用される感圧接着
剤を保護するために、剥離ライナーを本発明の医療用ドレッシングに供給することもでき
る。本発明の医療用ドレッシングでの使用に適切であり得る剥離ライナーは、スーパーカ
レンダー仕上げのクラフト紙、グラシン紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステ
ル、又は任意のこれらの材料の複合物からなり得る。
【０１１１】
　ライナーは、好ましくは、フッ素性化学物質又はシリコーンなどの離型剤でコーティン
グされる。例えば、米国特許第４，４７２，４８０号は、低表面エネルギーペルフルオロ
ケミカルライナについて記載している。好ましくは、ライナーは、紙、ポリオレフィンフ
ィルム、ポリオレフィン被覆紙、又はシリコーン剥離材で被覆されたポリエステルフィル
ムの形状であり得る。市販のシリコーン被覆の剥離ライナーの例は、ポリオレフィン被覆
紙上のシリコーン剥離である、ＰＯＬＹ　ＳＬＩＫ（商標）、フィルム上のシリコーン剥
離である、ＦＬ２０００（商標）、及びスーパーカレンダー仕上げのクラフト紙上のシリ
コーン剥離である、ＳＴＩＣＫ－ＮＯＴ（商標）、（全ては、Ｌｏｐａｒｅｘ社（Ｗｉｌ
ｌｏｗｂｒｏｏｋ，Ｉｌｌ．）から入手可能）、Ａｋｒｏｓｉｌ社（Ｍｅｎａｓｈａ，Ｗ
ｉｓ．）のシリコーン被覆のスーパーカレンダー仕上げのクラフト紙、及びＨｕｈｔａｍ
ａｋｉ　Ｆｌｏｒｃｈｈｅｉｍ社（Ｆｌｏｒｃｈｈｅｉｍ，Ｇｅｒｍａｎｙ）のシリコー
ン剥離フィルムである。別の潜在的なライナーは、Ｈｕｈｔａｍａｋｉ社から入手可能な
シリコーン被覆（１６３０）低密度ポリエチレンである。
【０１１２】
　特定の剥離ライナーの選択は、感圧接着剤の選択に関連して行い得る。当業者は、最終
製品において望ましい質の組み合わせに到達するように、異なるライナーに対して、新た
な接着剤を、又は異なる接着剤に対して、新たなライナーを試験するプロセスを熟知して
いるであろう。シリコーン剥離ライナーの選択に適切な考察は、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ
　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、
Ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ－Ｒｅｉｎｈｏｌｄ，１９８２、ｐｐ．３８４～４０３の１８
章で確認することができる。また、米国特許第４，４７２，４８０号も、ペルフルオロポ
リエーテル剥離ライナーの選択に適切な考察を記載する。
【０１１３】
　弁
　本発明の医療用ドレッシングとの関連において、弁は、好ましくは相対的に薄型である
か又は低い高さを有する。好ましくは、薄型の弁は、医療用ドレッシングが外力（例えば
、寝具、衣類などからの外力）によって阻害される可能性を減じる。薄型の弁は、例えば
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、患者が座っている間、横になっている間、及び／又は立っている間に、患者の体重がか
かるような位置にドレッシングを配置した場合の、患者の快適さを改善することもできる
。
【０１１４】
　封止環境内の負圧を維持するために、医療用ドレッシングの開口部は一方向弁であるこ
とが好ましい場合がある。換言すれば、弁が一方向での流体の流れ（封止環境から出る）
を可能にし、反対方向の流れ（封止環境に入る）を制限、又は阻止することが好ましい場
合がある。あるいは、弁が一方向での流体の流れ（封止環境に入る）を可能にし、反対方
向の流れ（封止環境から出る）を制限、又は阻止することが好ましい場合がある。
【０１１５】
　多くの弁を、本明細書に記載の医療用ドレッシングで使用することができる。例えば、
「Ｇｏｇｌｉｏ」型又は「Ｒａａｃｋｍａｎｎ」型の弁として既知のもののような弁を、
本発明に関連して使用してもよい。Ｇｏｇｌｉｏ型の弁は、例えばＢｏｓｃｈ、Ｗｉｐｆ
及びＷｉｃｏから入手可能であり、Ｒａａｃｋｍａｎｎ型の弁は、例えばＡｍｃｏｒから
入手可能である。他の潜在的に好適な弁としては、ダックビル型又はアンブレラ型の弁（
これらの例は、Ｖｅｒｎａｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｙｅｌｌｏｗ　Ｓ
ｐｒｉｎｇｓ，Ｏｈｉｏから入手可能なものである）を挙げることができる。好適な真空
弁の更に他の例としては、米国特許第６，９１３，８０３号、同第６，７３３，８０３号
、同第６，６０７，７６４号、及び同第６，５３９，６９１号に記載のものが挙げられ、
これらの特許のそれぞれは、その全文が参照として本明細書に組み込まれる。
【０１１６】
　バリア要素
　本発明の医療用ドレッシングに含ませることができる他の所望の要素は、医療用ドレッ
シングの弁近傍に配置させることができるバリア要素である。バリア要素は、好ましくは
、創傷滲出物から、弁を別段に汚染させ得る物質を濾過するために機能させることができ
、このような弁は、医療用ドレッシングによって画定された封止環境から流体を取り除い
た後に、再閉止又は封止しない。バリア要素は医療用ドレッシング（例えば、自己支持基
材の空洞内）に取り付けて提供することができ、又はバリア要素は、患者に医療用ドレッ
シングを送達する間に配置させることができるように取り付けられていない形態で、医療
用ドレッシングと共に提供することができる。バリア要素によって濾過され得る、幾種類
かの物質の例としては、例えば凝固した血液、遊離した組織、組織充填物などを挙げるこ
とができる。
【０１１７】
　バリア要素は、各種異なる材料を用いて設けられてもよい。バリア要素用に潜在的に好
適な材料の幾種類かの例としては、例えば布地（例えばガーゼ、不織布、織布、編布など
）、発泡対などを挙げることができる。バリア要素にはまた、潜在的には、例えばヒドロ
ゲル、親水コロイドなどの吸収剤料を組み込むこともできる。いくつかの実施形態では、
バリア要素は、本明細書に記載されるような封止環境内の負圧の維持を補助するために、
所望により、バリア要素をバラスト要素としても機能させることもできるよう、弾性的に
圧縮可能であってもよい。
【０１１８】
　隔膜要素
　更に他の実施形態では、封止環境への医療用ドレッシングを通しての再封止可能なアク
セスを提供するために、隔膜要素（例えば、隔膜）を医療用ドレッシングの裏材に取り付
けることができる。医療用ドレッシングは１つ以上の隔膜要素を含むことができる。いく
つかの実施形態では、隔膜要素は、単に裏材の片面だけに又は裏材の両面に見出すことが
できる。更に他の実施形態では、１対以上の隔膜要素は、互いに反対向きに、直接、裏材
の内側表面と外側表面の両面に配置されてもよい。
【０１１９】
　医療用ドレッシングキット
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　本発明の医療用ドレッシングは、可能性としては１つ以上の所望の要素を備えるキット
の形態で供給することもできる。キットは好ましくは、封止されたパッケージ（例えば、
バッグ、パウチ、トレイなど）で提供することができる。キットは、本明細書に記載のよ
うな１つ以上の医療用ドレッシングを含む。
【０１２０】
　キットはまた、医療用ドレッシングと共に使用することができる１つ以上のポンプを含
んでもよい。キットはまた、創傷を覆うドレッシングにより画定された封止環境から取り
除くことができる流体（例えば、液体）を保持するために、１つ以上のポンプと共に使用
することができる、１つ以上のトラップを含んでもよい。他の実施形態では、例えば、ユ
ーザーが、ドレッシングを備えるキットの中に入ったトラップと共に使用することができ
る再利用可能なポンプを有する場合、キットは、１つ以上の流体トラップを含むが、ポン
プを含まなくてもよい。キットはまた、本明細書で述べるようなドレッシングの外側表面
へに取り付けるように構成された１つ以上の取り付け部を潜在的に含むことができ、この
場合、取り付け部は、ドレッシング内の弁とポンプとの間に接続を提供するために使用さ
れ得る。
【０１２１】
　活性剤
　医療用ドレッシングは、任意に、例えば、薬剤、抗感染剤、抗菌剤、防腐剤（例えば、
ポリヘキサメチレンビグアニド（以降「ＰＨＭＢ」）、クロルヘキシジン、銀、ヨード、
ヨードフォア、塩化ベンザルコニウム、過酸化水素、並びに同時係属出願である米国特許
第２００５／００８９５３９号、同第２００６／００５１３８５号、同第２００６／００
５２４５２号、及び同第２００６／００５１３８４号（これらは参照により本明細書に組
み込まれる）に開示される防腐剤、抗生物質、鎮痛剤、局所麻酔、抗炎症剤、回復因子、
ビタミン、成長因子、例えば、マトリックスメタロプロテイナーゼ（ＭＭＰ）阻害剤など
の酵素阻害剤、及び栄養素を含む多くの活性剤の少なくとも１つ、並びに／又はマイクロ
ビーズ充填剤、及び／又は吸収性発泡体の１つを含み得る。このような活性剤は、裏材、
接着剤、及び多孔質フィルターを含む創傷ドレッシングのいずれかの部分での溶出により
、又は減圧環境による創傷空間への薬剤の制御された導入を可能にする別個の貯蔵チャン
バから、組み込まれてもよい。あるいは、薬剤は米国特許第６，８６７，３４２号に教示
されるように、又は直接ドレッシングを通して薬剤を注入することによって組み込まれて
もよい。
【０１２２】
　場合によっては、自己支持基材によって形成される封止された空洞（ひいては、ドレッ
シングで覆われた創傷）に、１種以上の活性薬剤を送達することが望ましくあり得る。活
性薬剤は、流体として提供し得る、及び／又は内部溶液に送達される流体内で保有され得
る。いくつかの潜在的に適切な活性薬剤は、例えば、抗菌生物材、抗菌剤、鎮痛剤、ビタ
ミン等の回復要因、成長因子、栄養素等を含み得る。他の潜在的に適切な薬剤の例は、米
国特許第６，８６７，３４２号に記載のものであり得る。
【０１２３】
　供給される場合、活性薬剤（又は薬剤）は連続的に、又は断続的に封止された空洞に供
給され得る。例えば、活性薬剤は、封止された空洞に供給されて、選択される期間にわた
って（例えば、数時間）適所にとどまらされ（即ち定置され）、続いて、例えば、第２の
活性薬剤の供給、負圧治療の供給などが行われる。最初の活性薬剤は、第２の薬剤の送達
前に除去することが可能であるか、又は定置に残留することが可能である。あるいは、封
止された空洞は、負圧条件に配置される前、あるいは第２の薬剤を送達する前などに、例
えば、生理食塩水又は他の洗浄液ですすぐこともできる。
【０１２４】
　創傷ポンプ
　本明細書で述べるように、本発明の医療用ドレッシングは、医療用ドレッシングによっ
て画定された封止環境から、流体を中に通して取り除くことができる弁などの開口部又は
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ポートを、医療用ドレッシングに設けることによって、負圧創傷治療のために使用されて
もよい。流体は、好ましくは医療用ドレッシングに定期的に取り付けることができるポン
プによって、封止環境から取り除かれる。ポンプが、医療用ドレッシングの裏材の外側表
面を封止して液密な封止を提供することができるシートを含むことが好ましい場合がある
。
【０１２５】
　本発明の医療用ドレッシングに関連して使用されるポンプは、任意の好適な形態である
ことができる。いくつかの実施形態では、ポンプは持ち運び可能な内蔵型装置であること
ができる一方で、他の実施形態では、ポンプは固定された定置装置であることができる。
場合によっては、医療用ドレッシングによって画定された封止環境から、人の口腔による
吸引によって流体を取り除くことさえできる（例えば、戦場又は他の遠隔地では）。一実
施形態では、ポンプは、本出願人の同時係属中の米国特許出願第６１／０４２，６９８（
２００８年４月４日出願）に開示されているようなポンプである。
【０１２６】
　本発明の医療用ドレッシングを有するキットと一緒に使用されるか及び／又はその中に
供給され得る、いくつかの潜在的に好適なポンプの例としては、米国特許出願公開第２０
０７／０２０９３２６号（Ｔｒｅｔｉｎａ）に記載のポンプが挙げられるが、当該出願に
公開されたポンプの代わりに多くの他のポンプを使用することができる。上記の文献に記
載されるポンプは電源（例えばバッテリ）を含むが、本発明に関連して使用されるポンプ
は手動であってもよい。他の潜在的に好適な手動のポンプのいくつかの例としては、例え
ば、圧縮前の状態に戻ったときに、ポンプの取り込み口に真空力を提供する、圧縮できる
弾性の空洞を含むデバイスを挙げることができる。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、ポンプは、好ましくは、１つ以上のトラップ、又は医療用ド
レッシングによって画定された封止環境から取り除かれた液体（及びいくつかの実施形態
では気体）を収集し保持することができる、流体収集要素、を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、トラップはポンプと一体型であってもよい一方で、他の実施形態では
、ポンプとトラップの両方を交換する必要なくトラップを交換できるように、トラップは
ポンプとは別個のものであり得る。取り除いた流体から液体を分離するよう設計された、
いくつかの潜在的に好適なトラップの例は、例えば米国特許出願公開第２００７／０２０
９３２６号（Ｔｒｅｔｉｎａ）及び同第２００７／０１７２１５７号（Ｂｕｃｈｍａｎ）
に記載されたものであり得る。
【０１２８】
　医療用ドレッシングによって画定された封止環境からの流体の除去時に、本発明の医療
用ドレッシング、及びこれと共に使用される、封止環境から流体を取り除くための任意の
ポンプが、互いに素早く接続して液密な封止を形成できることが好ましい場合がある。医
療用ドレッシングとポンプはより従来的な接続部／取り付け部を含んで、ポンプと医療用
ドレッシングとの間の液密な接続を提供してもよい。このような取り付け部は、例えばポ
ンプを医療用ドレッシングにより長時間（例えば、２分以上）接続させる場合に有用なも
のであり得る。このような実施形態では、医療用ドレッシングキットは、例えば感圧接着
剤などによって裏材の外側表面に取り付けられる取り付け部を含んでもよい。例えば取り
付け部には、ポンプへの長期間の接続用に設計された、管コネクタ、及びルアーロック取
り付け部などを挙げることができる。取り付け部を医療用ドレッシングに取り付けるのに
使用される接着剤は剥離可能なものであってもよく、即ち、取り付け部は潜在的に、取り
付け部を取り外している間、医療用ドレッシングによって画定された任意の封止環境を無
傷なままに留めるなど、医療用ドレッシングは創傷を覆う所定の位置に留めながらもそれ
自体はドレッシングから取り外されるものであってもよい。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、ポンプは、低価格の使い捨てポンプである。医療用ドレッシ
ングを換えるごとにポンプを廃棄することは、創傷の細菌汚染、及び他の患者への感染の
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危険性を低減する。
【０１３０】
　特に、大気圧よりも１００ｍｍＨｇ（１３．３ｋＰａ）を超えて低い真空を生成するこ
とができるポンプでは、圧力を調節するために逆止弁又は他の手段が必要とされることが
ある。これは、規定の圧力降下において開き、空気を創傷床に入らせる逆止弁によって達
成され得る。逆止弁が使用される場合、これは、好ましくは微生物を濾過し、これらが創
傷床に入ることを防ぐ膜要素を有する。
【０１３１】
　あるいは及び好ましくは、ポンプは圧力センサ及び規定の圧力設定点でポンプ速度を低
減させる制御回路を備える。この設定点は好ましくは可変であり、臨床医によって容易に
設定される。圧力の読み取りが所望され得る。あるいは、ポンプは自己制御式であり、望
ましい最大真空を超える、例えば、約１５０ｍｍＨｇ（２０．０ｋＰａ）を超える真空を
生成することができない。
【０１３２】
　ポンプは、導線又は電源から得られる交流又は直流電力によって駆動され得る。好まし
くはポンプは、小さな使い捨て電源によって駆動される。電源は、ポンプと共にパッケー
ジ内に位置決めされてもよく、又はこれは遠隔地にあってポンプと接続されてもよい。
【０１３３】
　ポンプは、好ましくは、連続的な、断続的な、又は可変の真空をつくるようにプログラ
ム可能である。例えば、ポンプは、１００ｍｍＨｇ（１３．３ｋＰａ）の真空をつくり、
かつ維持するようにプログラムされるか、又は一定期間にわたり１５０ｍｍＨｇ（２０．
０ｋＰａ）の真空を、その後大気圧を２５ｍｍＨｇ（３．３ｋＰａ）下回る真空を一定期
間、振動方式でつくるようにプログラムされ得る。
【０１３４】
　好ましい実施形態では、ポンプはドレッシングの内部又は周辺部のいずれかを通じて、
創傷医療用ドレッシングに直接固定される。いずれの場合においても入口管は不要であり
得る。ポンプはまた、ドレッシングと離れており、入口管を介して取り付けられてもよい
。このような場合、ポンプは複数の入口及び出口ポートを有してもよく、及び／又は、複
数のポンプが単一の医療用ドレッシング上で使用されてもよい。このような入口手段は、
流体を創傷床からポンプへと通過させる単純な管であってもよい。入口管の入口はこの際
、多孔性フィルター要素によって保護される必要がある。入口手段は、単純な可撓性管で
あってもよく、若しくは米国特許第６，４２０，６２２号に記載される流体制御物品又は
米国特許第６，４２０，６２２号に記載される排液管などの他の手段であってもよい。
【０１３５】
　ポンプの出口は、過剰な創傷流体を収集するように設計されたリザーバと流体連通する
のが好ましい。流体リザーバは通気孔付き合成容器、可撓性容器、又は通気孔付き可撓性
容器であり得る。好ましい流体リザーバは、米国特許第７，２１４，２１７号に記載され
るものなどの、造孔術装具に使用されるものと同様の可撓性パウチであり得る。パウチは
更に、米国特許第７，１７９，２４５号に開示されるように水に流すことが可能であって
もよい。しかしながら、流体リザーバは手術でルーチン的に使用されるような真空キャニ
スター、米国特許第４，５６９，６７４号に記載されるようなキャニスターと同じように
単純であってよい。収集パウチは、任意の好適な高分子材料で構成され得るが、米国特許
第７，２７０，８６０号に記載されるような悪臭バリアであるのが好ましい。更に、収集
リザーバは、患者又は介護人にこれが取り替えられるべきであることを喚起するための手
段を有してもよい。この喚起は、電気的手段又は受動手段であり得る。
【０１３６】
　分析のための試料を容易に得るために、試料ポートが、ポンプと流体リザーバとの間又
はリザーバ自体の上に設けられてもよい。例えば、「Ｔ」形管が出口線に提供されてもよ
く、又は注射器を取り付けるためのルアロックを備える流体リザーバ上の単純な弁を有す
るポートが使用されてもよい。サンプルは、治癒を評価するための創傷流体の化学的又は
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物理的特性の分析のため、又は更なる治療手段のために使用され得る。
【０１３７】
　創傷包装材料
　いくつかの実施形態では、バリア要素の代わりに、又はバリア要素に加えて、医療用ド
レッシングに創傷充填材を設けることもできる。いくつかの実施形態では、創傷充填材は
また、本明細書に記載のようなバリア要素としても機能し得る（この機能は必須ではない
）。いくつかの実施形態では、創傷充填材は、本明細書に記載されるような封止環境内の
負圧の維持を補助するために、所望により、創傷充填材をバラスト要素としても機能させ
ることもできるように、弾性的に圧縮できるものであってもよい。例えば、真空が作用す
ると弾性の包装は圧縮される。真空が形成され、弁が閉じて創傷の空洞を封止する場合、
包装は依然として、その非圧縮状態に戻るように膨張力を提供する。この膨張は、一定期
間にわたって真空をつくり、維持することを助けるように機能する。
【０１３８】
　創傷充填材は、例えば、封止環境内に収容された創傷が、著しい陥没の形態の、慢性的
創傷である（場合によっては周囲の皮膚の下に空洞を形成する）場合に有用であり得る。
このような創傷を治療する場合、創傷を覆って封止環境を作り出すために医療用ドレッシ
ングを創傷を覆って適用する前に、創傷に創傷充填材を設けることが、望ましいものであ
り得る。
【０１３９】
　創傷包装材料は、好ましくは可撓性であり、それによってこれは、創傷の形状を充填す
るか、及び／又はこれに一致する。創傷包装は、吸収剤又は非吸収剤であってよい。創傷
充填物は、好ましくはその中を流体が通過できる通路を提供することができるものであり
得る。創傷包装材料のいくつかの潜在的に好適な例としては、内部容積部を充填する創傷
内に配置され得る、完全な又は部分的な網状発泡体（例えば、開放気泡ポリウレタン発泡
体など）、繊維（例えば、ガーゼ、メッシュ、織布、ニット、又は不織布材料）、粒子状
材料、ビーズなどが挙げられる。粒子又はビーズの形態で提供される場合、粒子又はビー
ズは、いくつかの実施形態では、可撓性バッグ又は他の構成体の内部に収容されて、創傷
包装の除去を促進し得る（例えば、創傷包装材料が生体吸収可能及び／又は生分解性でな
い限り）。例えば、ＷＩＬＳＯＲＢ発泡体（Ｉｌｌｂｒｕｃｋから入手可能）など、好ま
しいポリウレタン発泡体は親水性であってよく、脱イオン水を自然に吸収することができ
る。好ましい親水性包装要素は、発泡体に接触させて静かに配置した場合に、脱イオン水
の１００マイクロリットルの液滴を、６０秒未満、好ましくは３０秒未満で吸収する。
【０１４０】
　ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）開放気泡発泡体もまた使用され得る。好ましい布地は
、不織布及びより好ましくは弾性を有するロフト付き不織布であり、それによってその厚
さの５０％まで圧縮された際に、１０秒未満、より好ましくは１秒未満で、元の厚さの９
０％以上まで回復する。好ましいロフト付き弾性不織布は、３Ｍ　Ｂｕｆｆ　Ｐｕｆｆ（
商標）Ｆａｃｉａｌ　Ｓｐｏｎｇｅと同様の物性を有する。これらの構造は、親水性であ
り、自然に水で濡れるように処理されてもよい。いくつかの好ましい実施形態では、中間
材料が、流体を吸収するためのいくつかの親水性コロイド材料を含んでもよい。他の実施
形態では、中間層は、組織の内部成長を遅らせるために、好ましくは疎水性である。当業
者は、例えば、上記の材料の組み合わせ及び他の材料を含む組み合わせといった、様々な
目的を達成するために中間層に好適な多くの材料が存在し得ることを理解するだろう。
【０１４１】
　創傷充填材は、ドレッシングに直接固定され得る。例えば、創傷充填材は、接着剤層を
介して固定され得る。この実施形態では、創傷充填材は、ドレッシングの一部を少なくと
も覆うように配置され、また、ポンプ入口導管が位置するであろう場所に配置されてもよ
い。これはドレッシングの内部であってもよく、周辺に位置してもよい。
【０１４２】
　バリア要素及び／又は創傷充填材が医療用ドレッシングに取り付けられていないような
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形態で設けられる場合、医療用ドレッシングは、医療用ドレッシング並びに別個のバリア
要素及び／又は創傷充填物を含む、キットの形態で提供することもできる。バリア要素及
び／又は創傷充填物は、このようなキットの使用時に、医療用ドレッシングを患者に送達
する前に、医療用ドレッシングに取り付けることができる。別の方法としては、バリア要
素及び／又は創傷充填物を配置した後に、医療用ドレッシングを創傷を覆って設置するこ
とで、バリア要素及び／又は創傷充填物を創傷上に又は創傷の中に配置することができる
。
【０１４３】
　好ましい製造方法
　好ましい製造方法において、キャリア材料は、好ましい医療用ドレッシング上のキャリ
アの中心に位置する窓を形成するために、打ち抜きされる。好ましい実施形態では、打ち
抜きは、当業者に周知である回転式打ち抜き装置を使用して達成される。窓がキャリア材
料に打ち抜かれた後、それらは所望により除去される。窓の除去は、好ましいドレッシン
グのそれぞれの外辺部を囲んで位置するキャリア材料の内縁部を画定する。
【０１４４】
　キャリア材料の中に打ち抜かれた窓は、当業者に既知の多くの方法を用いて除去され得
る。これらの方法は、枠のついたキャリア材料から窓を取り外させる、真空、気圧、重力
、及び小径を有するニップロールの使用を含むことができる。
【０１４５】
　上述のように、（取り外された）窓を形成するキャリア材料は、各ドレッシングの枠を
形成する残りのキャリア材料と同様に、裏材層に熱融着されないのが好ましい。
【０１４６】
　低接着性コーティング工程並びに打ち抜き及び窓除去工程が完了した後、キャリア材料
（窓が除去された状態）は、低接着性コーティングを覆って裏材の上面に熱融着されるの
が好ましい。
【０１４７】
　熱融着プロセスの追加制御は、多くの方法で達成されることができる。制御は、加工中
に接着剤複合体ウェブを加熱されたロールに対して圧縮するニップロールをテクスチャー
ド加工（texturing）するといったような、熱融着又はその他の手段で使用する加熱され
たロールの中の空洞を包含することができる。キャリア材料で用いることができる製造方
法は、米国特許第５，５３１，８５５号に更に記載されている。
【０１４８】
　図１１～図１２は、本明細書に記載の医療用ドレッシングを製造するための代表的なプ
ロセスを描いている。プロセスの第１の工程に関する図１１を参照すると、ロール３７２
は、上述のような熱融着可能なキャリア材料（３７２とも称される）を備えるのが好まし
く、熱融着側３７３は図のように通される。キャリア材料３７２は、アンビルロール３８
７と打ち抜きロール３８６との間に通される。打ち抜きロール３８６及びアンビルロール
３８７は、キャリアを打ち抜いて、キャリア材料３７２に窓を形成する。次に、窓３８８
は、上述のような様々な手段によって除去される。次に、キャリア材料３７２は、加熱さ
れたロール３８２の周囲に巻き取られる。
【０１４９】
　第２の入力ロール３７０は、フィルム／接着剤／廃棄物ライナー複合体（３７０とも称
される）を備える。図のように、フィルム部分３７４は巻き出され、ライナー３７８は巻
き取られる。入力ロール３７０からのウェブは、ニップロール３８０と加熱されたロール
３８２との間に形成されたニップ３８１の間を通される。ロール３９４は、このプロセス
の第１の工程の出力ロールである。
【０１５０】
　第２の工程として、第１の入力ロール１１０は接着剤ライナーを含む。ロール１１０は
巻き出され、ニップ１１２を通ってライナー１２０に積層される。このライナー／接着剤
／ライナーは、上部ライナー及び接着剤を貫通して、制御された深さで打ち抜かれるが、
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ライナー部分１１６を離間させて残した状態で、ライナー１２０から取り除かれる。
【０１５１】
　図１１に示されるプロセス工程で作り出されたロール３９４は巻き出され、不連続なラ
イナー／接着剤部分１１６は、剥離バー１１８の上で、合致したウェブ速度で、ロール３
９４からのウェブ（ウェブ３９４と称される）と位置合わせされた状態で、ロール３９４
からのウェブへとライナー１２０から移動する。ウェブ３９４は、開口部１２４を形成す
るために、ウェブ１１６の積層部分を貫通してダイ１２２で打ち抜かれ、スラグ１８０が
ウェブから除去される。ウェブ３９４はニップを通過し、ラミネートライナー１５０が除
去される。製品ライナー１６０が別のニップの位置で積層され、その後最終ダイ１３２が
製品１３４を切断して成形し、切断された廃棄物１７０は巻き取られる。
【０１５２】
　図１１～図１２に含まれる概略図は、可能な機器構成を示しているだけであり、本発明
の方法を限定すると解釈されるべきではないことは、当業者には理解されよう。
【０１５３】
　図１１～図１２は、本発明の好ましい方法に従って医療用ドレッシングを製造するため
の、ウェブが送り込まれる回転加工装置の概略図を示している。かかる装置の設計の詳細
は、当業者には周知であろう。本発明の方法を実行するのに有用な、深さ制御打ち抜きシ
ステムを有する市販の回転ウェブ加工装置は、例えば、ｔｈｅ　Ｍａｒｋ　Ａｎｄｙ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）及びＤｅｌｔａ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃ．（Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ，ＭＮ）から入手可能である。
【０１５４】
　本発明の例示的実施形態は、本発明の範囲内で実行可能な変更に関して記述する。本発
明におけるこれら及び他の変形及び変更は、本発明の範囲から逸脱することなく当業者に
とって明らかであり、そして本発明が本明細書で明示された代表的な実施形態の組み合わ
せに限定されないことは理解されるべきである。したがって、本発明は、以下に提供され
ている請求項及びその同等物によってのみ制限されるべきである。
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